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○岩見沢市監査委員処務規程  

 

平成１７年３月１日  

監査委員訓令第２号  

改正  平成１９年３月２０日監査委訓令第１号  

平成２６年３月２０日監査委訓令第１号  

平成２９年３月２１日監査委訓令第２号  

令和  ２  年３月２４日監査委訓令第１号  

 

（趣旨）  

第１条  この規程は、岩見沢市監査委員条例（昭和３９年条例第１５号）第７

条の規定に基づき、監査委員が行う監査、検査及び審査（以下「監査等」と

いう。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（監査委員の協議）  

第２条  監査委員の監査等に関する重要事項は、原則として監査委員の協議に

基づき執行するものとする。  

２  前項の協議は、毎月２０日に行う。ただし、特別な事情があるときは、こ

れを変更することができる。また、監査委員相互において必要があると認め

たときは、随時に行うものとする。  

３  第１項の重要事項は、おおむね次のとおりとする。  

（１）  監査委員の職務執行の一般方針に関すること。  

（２）  監査等の計画及び実施に関すること。  

（３）  監査等の結果に関する報告の決定又は意見の決定、講評、提出及び

公表に関すること。  

（４）  規程の制定改廃に関すること。  

（５）  監査委員事務局の機構に関すること。  

（６）  前各号のほか、監査委員の職務に関する重要事項  

（平２６監査委訓令１・令２監査委訓令１・一部改正）  
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（監査委員の事務分担）  

第３条  監査執行上必要があるときは、監査委員の協議により、業務の担任区

分を定めることができる。  

（代表監査委員）  

第４条  代表監査委員の選任は、監査委員の合議による。  

２  代表監査委員の任期は、決定のときから監査委員としての在任期間が終わ

るときまでとする。  

３  代表監査委員を決定したときは、市議会、市長及び市の執行機関に通知す

るものとする。  

４  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条の３第４項に規定する

代表監査委員の職務代理は、識見を有する者のうちから選任された監査委

員、議員のうちから選任された監査委員の順序による。  

５  代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び地方自治法第２４２条の３第

５項に規定する訴訟に関する事務を処理する。  

（平１９監査委訓令１・一部改正）  

 

（監査等の実施）  

第５条  監査委員は、別に定める岩見沢市監査基準（令和２年監査委員告示第

１号）に基づき、監査等を行うものとする。  

２  例月現金出納検査は、毎月２５日（岩見沢市の休日に関する条例（平成３

年条例第１号）に定める休日の場合は翌日）に行う。ただし、監査委員が特

に必要と認めるときは、これを変更することができる。  

（平２９監査委訓令２・令２監査委訓令１・一部改正）  

 

附  則  

この訓令は、平成１７年３月１日から施行する。  

附  則（平成１９年３月２０日監査委訓令第１号）  

この訓令は、平成１９年３月２０日から施行する。  

附  則（平成２６年３月２０日監査委訓令第１号）  
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この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。  

附  則（平成２９年３月２１日監査委訓令第２号）  

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。  

附  則（令和２年３月２４日監査委訓令第１号）  

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。  

 


